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１．施行地区の概要及び事業の目的 

 

 当地区は昔、下関市の東部の中心部として、公共機関、

生鮮市場、交通の要衝という立地的、総合的な環境に支

えられ、かつては、通称「からと」の名前で各方面から

親しまれ、庶民性豊かななんでも揃う便利な街として栄

えていました。 

 しかし、事業施行前の当時、流通機構の近代化と周辺

地区の激しい都市化に対応する都市機能再編成の波の中

で、この街の成立基盤が大きく崩壊しようとしていまし

た。この衰退傾向の原因には、駐車場、公益施設等の不

足、商業機能の零細化、老朽化、核施設の不在が指摘さ

れていました。 

 このような地区現況を打開するため、交通拠点として

の立地性、旧卸売市場跡地の整備、活用に合わせ細分化

された土地の合理的かつ健全な高度利用によって、商業・

住宅・公共施設等を総合的に充実させることにより都市

機能の更新を図ることを目的とした市街地再開発事業で

した。 

 

 

   ・ ＪＲ下関駅 

 

施行地区区域図（昭和５７年） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．事業化までの経緯 
 

昭和５０年（１９７５年）  ６月  下関市唐戸地区整備計画室を設置 
９月  唐戸地区振興対策協議会結成（地区関係者２５０余名） 

昭和５１年（１９７６年） １月  唐戸地区整備基本構想策定 

昭和５２年（１９７７年） ３月  唐戸地区市街地再開発事業基本計画策定 

昭和５３年（１９７８年） ４月   
                 基本計画の内容を、地区関係者に説明、啓蒙活動 

昭和５４年（１９７９年） ３月   
昭和５５年（１９８０年）１１月  唐戸３街区市街地再開発準備組合結成   （２１名） 
昭和５６年（１９８１年）１０月  唐戸街３街区市街地再開発事業計画基本案策定 
昭和５７年（１９８２年） ２月  高度利用地区と市街地再開発事業の都市計画の決定・公告 

４月  施行地区の公告 

昭和５７年（１９８２年） ７月  唐戸地区市街地再開発組合設立発起人会結成 

                 （都市計画決定区域内の地権者８名） 

１２月  大店法第３条にもとづく第一種大規模小売店舗新設の届出 

昭和５８年（１９８３年） １月  唐戸地区市街地再開発組合設立認可申請 

                 唐戸地区市街地再開発事業計画縦覧の告示 

                 唐戸地区市街地再開発事業計画縦覧の開始 （２週間） 

昭和５８年（１９８３年） 2 月  唐戸地区市街地再開発組合設立認可 （ 2 月２５日） 

             ３月  唐戸地区市街地再開発組合創立総会 

             ３月  理事長の氏名等、県報にて公告（理事長 藤田太一郎） 

昭和５９年（１９８４年） ９月  権利変換計画認可申請及び事業計画の変更認可申請 

            １１月  権利変換計画認可         （１１月２０日） 

                 事業計画の変更認可        （１１月２０日） 

                 権利変換期日           （１１月２８日） 

            １２月  工事着工             （１２月 １日） 

昭和６１年（１９８６年）１０月  工事完了             （１０月３１日） 

            １１月  竣工式              （１１月１８日） 

                 カラトピアオープン        （１１月２１日） 

 

 

 



 

 

 

 ■ 従前・従後の土地利用状況 

 従前の状況 従後の状況 

区域面積 ５，５９８．７２ ㎡ ５，５９８．７２ ㎡ 

 道   路 １，８７１．２６ ㎡ ２，１２８．８１ ㎡ 

 そ の 他   

公
共
用
地  小   計 １，８７１．２６ ㎡ ２，１２８．８１ ㎡ 

 公 有 地 ２，２２８．５８ ㎡ 

 民 有 地 １，４９８．８８ ㎡ 
３，４６９．９１ ㎡ 宅 

地 

 小   計 ３，７２７．４６ ㎡ ３，４６９．９１ ㎡ 

  合     計 ５，５９８．７２ ㎡ ５，５９８．７２ ㎡ 

 

 従前の状況 従後の状況 

建築敷地面積 ３，７２７．４６ ㎡ ３，４６９．００ ㎡ 

建 築 面 積 １，３４２．３９ ㎡ ３，０５７．００ ㎡ 

建 築 延 面 積 ２，８４３．７５ ㎡ ２０，０８０．００ ㎡ 

建 ぺ い 率 ３６．０ ％ ８８．０ ％ 

容 積 率 ７６．３ ％ ４９１．０ ％ 

 

 ■ 従前建物の利用状況 

地 区 面 積 ０．５６ｈａ 敷 地 面 積 ３，７２７ ㎡ 

権 ぺ い 率 ３６．０ ％ 空 地 率 ７６．０ ％ 

容 積 率 ７６．０ ％ 道 路 率 ３３．４ ％ 

区   分 建築面積 割  合 延 べ 面 積 割  合 

耐  火  造 １，０４７ ㎡ ７７．６ ％ ２，２７３ ㎡ ７９．９ ％ 

非 耐 火 造 ３０２ ㎡ ２２．４ ％ ５７０ ㎡ ２０．１ ％ 

構 
造 

別 合   計 １，３４９ ㎡ １００．０ ％ ２，８４３ ㎡ １００．０ ％ 

区   分 延べ面積. 割  合 棟 数 

専 用 店 舗 １，５７０ ㎡ ５５．２ ％ ３ 
地   価 

住 宅 併 用 店 舗 ６０９ ㎡ ２１．４ ％ ５ 

専 用 住 宅 － － － 
最高 

２３３ 

千円／㎡ 

そ の 他 ６６４ ㎡ ２３．４ ％ ３ 

用 
 

途 
 

別 

合   計 ２，８４３ ㎡ １００．０ ％ １１ 
最低 

１７９ 

 千円／㎡ 

 



 
 
 

・ 事業名       唐戸地区第一種市街地再開発事業 

・ 事業期間    昭和５７年度 ～ 昭和６１年度 

・ 施行者     唐戸地区市街地再開発組合（下関市中之町１番２号） 

          理事長 藤田 太一郎 

・ 事業区域    下関市唐戸町３番、４番の各一部 

・ 施行区域面積  約０．６ha 

・ 権利者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 参加組合員   住宅・都市整備公団 

          株式会社 丸 食 

                            

・ 資金計画           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業の概要 

区 分 人 数 内    訳 備    考 

土地所有者  

建物所有者   関係権利者 ８名 

土地・建物所有者 ８名 

・転出者３名 

・共有者を含む権利者総数２２

名のうち転出者４名 

店 舗 ２８ 

事務所   ４ 借家人 ３３名 

その他   １ 

・うち、転出者１８名 

 

 
収     入 支     出 

項  目 金  額 項  目 金  額 

補助金 ９３７．４ 調査設計計画費 １４１．０ 

賦課金、分担金 ２３．０ 土地整備費 ６５．３ 

参加組合員負担金 １，９０９．０ 補償費 ４３６．６ 

  工事費 ２，５２３．８ 

保留床処分金 ４５０．０ 事務費 １３５．９ 

  借入金利子 １５．８ 

  その他 １．０ 

合計 ３，３１９．４ 合計 ３，３１９．４ 

 



 

 

 

下関都市計画市街地再開発事業の決定（山口県知事決定） 

都市計画唐戸地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「施行区域、公共施設の配置は、計画図のとおり」 

種別 名称 幅員 延長 面積 備考

338 22.0 （　）書は、区域内の幅員既設

唐戸・壇之浦線 （11.0ｍ） （歩道切り込み１ヵ月前）

18.0～13.0 （　）書は、区域内の幅員既設

（9.0～6.5ｍ） （出入口設定）

6.0 （　）書は、区域内の幅員整備

（3.0ｍ） 　済

6.0 （　）書は、区域内の幅員既設

（3.0ｍ） （舗装打換え）

種別 名称 面積

　
 
公
　
共
　
施
　
設
　
の
　
配
　
置
　
及
　
び
　
規
　
模

－

道路

公園及び緑地

下水道 公　共　下　水　道　整　備　済

その他の公共施設

備考

－

－

－

－

－

－

－

－

－

   新設

   新設約33.0

－約33.0

－

－

－

－

約62.0

約96.0

約43.0

約24.0

区画道路５

幹線道路

区画道路１

6.0

6.0

市道第１７１５号線

市道第１７２７号線

市道第１７２８号線

区画道路２

区画道路３

区画道路４

名称 　唐戸地区第一種市街地再開発事業

施行区域面積 　約０．６ｈａ

 

高度利用地区

建築面積 建築物の延 の制限内容

の割合 面積の割合

 店　舗　約30％  容積率20/10以上 　駐車台数

　　　167台

　　　 60/10以下

1 約3,100㎡ 約23,100㎡ 約90％ 約490％  住　宅　約30％ 　参考

建ペイ率8/10以下 　附置義務

　台数
 建築面積 　　　76台

 その他　約40％ 　　 200㎡以上

　　　　建築物の周辺の空地は、歩行者通路として歩道と一体的に利用する

　　　　ように整備する。

面　　　積

約6,800㎡

住宅建設の
目　　　標

戸　　　数

約60戸

1 3,522㎡

建
　
築
　
物
　
の
　
整
　
備

建
築
敷
地
の
整
備

街区番号

建　築　物

建築面積 延べ面積

主要用途 備　　考

街区番号 建築敷地面積 整　　　備　　　計　　　画

敷地面積に対する

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○整 備 計 画 
 ▲ 既存市道の一部を建物敷地の中に取り込むため、市道の一部を道路廃止とする。従って、

市道の一部廃道に伴なう道路機能の低下を補い、かつ利便性を図るため南北に通ずる市道（区

画道路４、区画道路５）を新設する。 

 ▲ 自動車利用の買物客の利便性を増進し、交通の混雑緩和を図るため自転車置場を設置する。  

 

唐戸地区第一種市街地再開発事業計画図 



 

 
 

■ 建物概要 

 ○敷地面積  約  ３，４６９㎡ 

 ○延床面積  約２０，０８０㎡ 

  ○構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造、地下１回・地上１３階 

  ○主要用途  店舗（１～３階…専門店、量販店（丸食）、外向店舗）   ６，７５２㎡ 

         公益施設（４・５階…大ホール、会議室、事務室）     ２，３２８㎡ 

         住宅（６～１３階…住宅・都市整備公団分譲住宅 56 戸） ４，２３６㎡ 

                  駐車場（専門店高層部 約１６４台）          ３，０６０㎡ 

         共用部分                       ３，７０４㎡ 

 
 ■ 各階床面積 

階 用  途 床面積（㎡） 備考 

ＰＨ 塔    屋 ３９ 

１３ 住    宅 ５９４ 

１２ 住    宅 ５９４ 

１１ 住    宅 ５９４ 

１０ 住    宅 ５９４ 

  ９ 住    宅 ５９４ 

  ８ 住    宅 ５９４ 

  ７ 住    宅 ６３２ 

  ６ 住宅、駐車場 １，３７９ 

  ５ 業務、駐車場 ２，７７７ 

  ４ 業務、駐車場 ２，７６８ 

  ３ 店    舗 ２，７９３ 

  ２ 店    舗 ２，８３０ 

  １ 店    舗 ３，０３８ 

Ｂ１Ｆ 機  械  室 ２６０ 

  ２０，０８０ 

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

規模：地下１階地上１３階塔屋１階付 

高さ：約４３ｍ（基準法による） 

 

 

 

 

■ 住宅規模 
タイプ 住宅専用面積 戸数 

２ＬＤＫ ６２．１７ ㎡ ８ 戸 
Ａ ７０．５２ ㎡   ２４ 戸 
Ｂ ７１．５４ ㎡    ８ 戸 

 
３ＬＤＫ 

 Ｃ ７８．００ ㎡    １ 戸 
Ａ ９２．０８ ㎡    ８ 戸 

４ＬＤＫ 
Ｂ ９４．１３ ㎡    ７ 戸 

計    ５６ 戸 
 



 
 
 

■ 権利変換の概要 
 ○権利変換の手法 
  都市再開発法第１１０条に規定する全員同意による特則型 
 ○従後の敷地の所有形態 
  施設建築物の一部の所有者による共有 

  ○権利者等の権利変換 

   下関市を除く権利者……権利者で共有する専門店（１・２階）に権利変換 

              （共有によるオープンフロア－方式を採用の予定） 

         下関市……公益施設（４・５階）に権利変換 

         借家人……専門店フロア－の一部又は外向店舗の一部の借家人として 

              権利変換 

       参加組合員……▲住宅・都市整備公団は住宅部分（７～１３階）を取得 

              ▲㈱丸食は店舗部分（１～３階）を取得 

 
 ■ 大店舗第３条の概要 
   届出者  唐戸地区市街地再開発組合設立発起人会 
          発起人会代表  藤田 太一郎 
 

申    請 結    審  

昭和５７年１２月１７日 昭和５８年２月１８日 

 

 

店舗面積 

 

丸 食 ４，３７２㎡ 

 

地 元 １，１５０㎡ 

 

丸 食 ３，７００㎡ 

地 元 １，１５０㎡ 

地元小売店の結審面積が、これ

を越える必要が生じた場合は、

法５条申請段階で検討する。 

 

 

閉店時刻 

午後７時 

但し、年間６、７、８、１２月

に年間６０日は８時。 

午後７時 

但し、土曜夜市及び地元中小小

売店については別途協議する。 

 

 

 

 

休業日数 

 

 

年間２４日 

月２日以上（年間２４日） 

但し、７月、１２月については、

休日を前後の月に振り替えるこ

とができる。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 


